
石川町業務量管理・健康確保措置
実施計画の策定に向けた現状と課題

日時：令和８年２月５日（木）
   午後２時１５分～
石川町教育委員会 教育課

令和７年度 第１回石川町総合教育会議



〈経緯〉

 給特法等一部改正法（令和8年4月1日施行）により、服務

監督教育委員会は、「公立学校の教職員の業務量の適切な

管理その他服務監督教育委員会が教育職員の健康及び福祉

の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」に即し、

業務量管理・健康確保措置実施計画を策定することとされ

た。



〈計画の概要〉

〇 １ヶ月の時間外在校等時間：４５時間以下

〇 １年間の時間外在校等時間：３６０時間以下

 ※ 政府は、令和１１年度までに、１ヶ月の時間外在校等

  時間を平均３０時間程度に削減することを目標としている。

１ 達成目標（数値目標）



〈計画の概要〉

① 「業務の３分類」（別紙）を踏まえた、学校または

 教職員の業務の見直し

② 学校における措置の推進

 ・ 教育課程における授業時数の適正な設定等

 ・ 形骸化している活動、放課後活動の見直し等

 ・ 校務ＤＸの加速化等

③ 教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組

 ・ ストレスチェック

 ・ ８０時間超過在校者の医師による面接指導等

２ 実施する業務量管理・健康確保措置の内容



〈計画の概要〉

○ 公表の方法

○ 関係機関との連携

○ 学校への支援・指導等

３ 計画の実効性を確保するための、
       フォローアップに関する事項・取組



〈本町の現状〉

１ これまでの町の取組み【３分類との関連】

（１） 登校時の見守り【１】

（２） ＩＣＴ支援員の配置【８】

（３） 町営プールの利用【９】

（４） 栄養教諭等による食に関する指導【１４】

（５） ＳＳＳによる授業準備の支援【１５】

（６） コドモンによる欠席の連絡

（７） 校務支援システムによる指導要録等の記録と引

   き継ぎ事務の軽減

（８） 学校図書館司書の配置による授業関連図書の選

   定や学校図書館の整備作業の軽減



〈本町の現状〉
２ 教職員の時間外在校時間

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均／
最大

平均超過勤務時間 51 58 50 37 15 44 47 44 31 32 39 38 40 

４５時間超人数計 44 42 41 25 2 38 45 34 11 19 27 23 29 

８０時間超人数計 4 10 5 2 0 1 2 2 0 0 0 1 2 

最大超過勤務時間 82 95 106 90 48 88 83 90 59 59 79 85 106 

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均／
最大

平均超過勤務時間 49 57 48 38 17 48 45 43 31 33 38 40 41 

４５時間超人数計 29 32 30 18 5 33 32 31 15 19 17 18 23 

８０時間超人数計 4 14 5 3 0 7 4 2 1 2 3 1 4 

最大超過勤務時間 142 132 127 111 79 117 120 94 95 92 111 130 142 

（１）令和５年度（石川小･野木沢小･石川中）

（２）令和６年度（石川小･野木沢小･石川中）



〈本町の現状〉

（３）令和７年度（石川小･石川中）

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均／
最大

平均超過勤務時間 56 58 52 43 17 50 50 39 36 45 

４５時間超人数計 34 26 26 15 3 33 27 20 14 22 

８０時間超人数計 6 11 6 6 0 4 6 1 1 5 

最大超過勤務時間 107 116 110 105 75 106 109 97 83 116 

○ 業務改善、軽減のための取組みをしてきているが、時間外

 在校時間が減っていないのが現状である。 



〈今後に向けて〉

１ 今後の取組み【３分類との関連】

（１） コドモンによる集金事務の軽減【３】

（２） 部活動地域移行（展開）【１３】

（３） 学習アプリの活用・タブレットの持ち帰りにか

   かる規則の整備による採点業務等の軽減【１６】

（４） 町の事業の見直しによる負担軽減

   【例】○幼小連携事業と小中連携事業をまとめる

      ○町指定の公開授業を廃止し、様々な業務を

       削減する（学力向上連携授業研究会は継続）



〈学校が抱える課題とその解消に向けた懸念〉

小学校低学年の授業時数が標準時数を大幅に超えている

 〈要 因〉下校バスの時刻まで時間があるため授業を入れている 

 〈解決策〉バスの便数を増やす

      児童クラブの開始時刻を早くする

      バス時刻まで支援員が児童の見守りをする

 〈効 果〉児童の下校が早くなることで、授業準備や事務処理の時間を確

      保できる

      低学年と高学年の持ち授業数の均等化をすることで、教職員の

      空き時間を確保できる 

 〈課 題〉費用がかかる

      支援員の任用条件（権限）の変更が必要



〈学校が抱える課題とその解消に向けた懸念〉

本来の業務に取り掛かれるのは退勤時刻後である

 〈要 因〉課外活動や部活動がある

      保護者との連絡・家庭訪問は１７時以降になる 

 〈解決策〉課外活動や部活動の地域移行（展開）

      課外活動や部活動の縮小・廃止

 〈効 果〉放課後に授業の準備や様々な業務に費やせる時間を確保

      することができ、退勤時刻が早くなる

 〈課 題〉地域クラブの受け皿が十分ではない

      縮小や廃止をして保護者の理解・協力が得られるか



〈終わりに〉

 

 モノやヒトを増やす＝費用面の課題

            費用対効果の懸念

 既存の業務を減らす＝保護者や地域の意識改革が必要

            教員一人一人の意識改革も必要




